
1,000㎡以上の敷地Ｂ 工作物の建設

Ｄ 駐車場の設置

8

Ａ 建築物の新築、増築又は改築 300㎡以上の敷地

Ｃ 屋外運動競技施設又は屋外娯楽施設の建設 1,000㎡以上の敷地

① 住宅宅地開発事業（道路を設ける宅地開発で、事業区域面積
　が350㎡以上又は区画数が５区画以上）

② 集団住宅建設事業（計画戸数が15戸以上）

③ 墓地開発事業 （事業区域面積が350㎡以上）

建 築 行 為 等 の 種 類 規 　 模

収容台数20台以上かつ300㎡以上の敷地

3.　対象となる建築行為等

　大田区では、みどりの保全や緑化の推進を図るため、次のいずれかに該当する建築行為等を行う場合、
「大田区みどりの条例」第25条により、「緑化計画書」の提出が義務づけられています。

Ｅ 地域力を生かした大田区まちづくり条例
　 で規定する住宅宅地開発事業及び集団住
　 宅建設事業、墓地開発事業

備考
1　国や地方公共団体の場合は、上記Ａ～Ｄの建築行為等では、敷地面積250㎡以上が対象となります。
2　敷地が大田区と隣接する他の自治体にまたがる場合は、双方の基準を満たし、緑化計画書の提出が必要です。
3　工作物の建設とは、製造施設 （ プラント ） 、貯蔵施設 （ タンク ） 、その他これらに類する工作物が対象となります。
4　事業区域とは大田区開発指導要綱第２条第４号に規定する、開発事業を行う区域で、敷地、新設道路及び地域力を生かした大田区まちづくり条例
　  第２条第21号に規定する後退用地並びに公園、公共公益施設用地等で区に提供する用地の範囲をいいます。

　大田区まちづくり推進部 建築審査課 建築審査担当　電話 ５７４４－１３８７

ア　東京都への届出
　大田区へ緑化計画書を提出した計画については、「東京における自然の保護と回復に関する条例」
第14条に基づく東京都への緑化計画書の届出を省略できます。（ただし、同条例第47条、第48条の
開発許可に該当する場合は、東京都への許可申請は必要となります。）

イ　その他緑化指導にかかる区への届出
　「東京都風致地区条例」、「大田区墓地等の経営の許可等に関する条例」、「大田区工場立地法地
域準則条例」、各地区計画等他の条例などに緑化に関する基準などがある場合には、当該条例等の基
準も合わせて適用されます。

（1）対象となる建築行為等

表１

（2）担当窓口及び緑化計画書の届出先

（3）関連事項


